
（３）復興への木材の活用と森林・林業・木材産業の貢献
 木質バイオマスを含む再生可能エネルギーの導入を促進。各県で木質バイオマス関連施設が稼働

 福島再生加速化交付金を活用し整備した福島高度集成材製造センター（FLAM）では、県産材を活用した集
成材を製造。大阪・関西万博ではシンボルである「大屋根リング」に使われる木材として3,500㎥が提供 52

第Ⅴ章 東日本大震災からの復興

１．東日本大震災からの復興に向けた今後の方針と取組

（１）東日本大震災からの復興に向けて
 2011年３月11日に発生した東日本大震災では、強い揺れや大規模な津波による被害に加え、東京電力福島第一原子力発電所

の事故による被害が発生

 2021年度から2025年度までの５年間を「第２期復興・創生期間」として取組を推進。2025年６月に「「第２期復興・創生
期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」の変更を閣議決定。帰還困難区域内の森林整備の再開に向けて、
作業者の安全・安心の確保のためのガイドラインの策定等の条件整備を進めた上で、本格的な復旧に着手することや、中高
層公共建築物における福島県産材の活用に向けた関係省庁間での情報共有等を明記

（２）森林等の被害と復旧・復興
 林地荒廃等の被害箇所については、国が災害復旧等事業を採択

した591か所全てで事業が完了

 津波により被災した海岸防災林については、2026年３月末時
点で要復旧延⾧164.5㎞のうち、163.7㎞で植栽等の工事が完
了し、健全な生育を促す保育作業を継続的に実施

「「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」に基づき、復
興に向けた取組を推進

被災した海岸林の復旧状況と植栽木の成⾧状況（2015年時点（左）、2025年現在（右））
（福島県相馬市）

東日本大震災に
関する情報

エフ ラム
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２．原子力災害からの復興

（１）森林の放射性物質対策

53

 放射性物質の影響等により、しいたけ等の原木となる広葉樹の伐採・
更新が進んでいないことから、2021年度に「里山・広葉樹林再生プロ
ジェクト」を立ち上げ、原木林の計画的な再生に向けた取組や広葉樹
の利用拡大を推進。市町村が策定した再生プランに基づき、2025年３
月末までに790haで伐採・更新を実施

しいたけ等の原木林の再生に向けて「里山・広葉樹林再生プロジェクト」による
伐採・更新を推進。安全な特用林産物の供給に向け、栽培管理・検査体制の整備を支援

 森林内の放射性物質の分布状況の推移等について継続的に調査・研究
を実施。得られた知見に基づき、情報提供・普及啓発活動を実施

 間伐等の森林整備と放射性物質対策の一体的な実施（ふくしま森林再
生事業）や、住居周辺の里山の再生に向けた事業（里山再生事業）を
実施

 林内作業者の放射線安全・安心対策の取組として、作業時の作業手順
や留意事項等を取りまとめ。帰還困難区域内の森林整備の再開に向け
て、2025年度に「福島の森林・林業再生に向けた森林作業ガイドライ
ン」を策定。木材製品や作業環境等に係る放射性物質の調査・分析な
ど、木材製品等の安全証明体制の構築を支援

 放射性物質の影響により製材工場等に一時滞留した樹皮（バーク）は、
廃棄物処理施設での処理等の支援により減少

福島県の森林内の空間線量率の推移

注:放射性セシウムの物理的減衰曲線とモニタリング実測（福島県の森林
内362か所の平均値）の関係。

資料:福島県「森林における放射性物質の状況と今後の予測について」
（2024年度）

コナラ材床板を使用した
トレーラ

大阪・関西万博で
使用したコナラ材フェンス

「里山・広葉樹林再生プロジェクト」
により伐採されたコナラ材の活用
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（２）安全な特用林産物の供給

 2026年３月31日時点で、14県196市町村において特用林産物22
品目に出荷制限

 菌床しいたけの生産は震災前の水準を上回る一方、原木しいたけ
の生産は現在も低位

 「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドラ
イン」に基づいた栽培管理の実施により、一部地域でロット単位
での出荷制限が解除され、原木きのこの出荷が認められたことに
より、生産が再開

 安全なきのこ等の出荷再開に必要な放射性物質測定機器、非破壊
検査機器の導入、出荷管理・検査の体制整備等を支援

（３）損害の賠償

 避難指示等に伴い事業に支障が生じたことによる減収、原木しいたけの栽培管理に必要な追加的経費等について、東京電力が
賠償。財物賠償請求については、2015年３月からは避難指示区域外の福島県内の立木についても受付

東日本地域（北海道を除く17都県）における
しいたけ生産量の推移

注 :17都県とは、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、
群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、⾧野、静岡。

資料:林野庁「特用林産基礎資料」




